
◯
（8日間）
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「ネガティブ・オプション」

特定商取引法
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　勧誘方法に不意打ち性があるなど、トラブルが生じやすい７つの取引形態（特定商取引）につ
いて、様々な規制をかけることで、消費者に損害が生じることを防止し、利益を保護するための
法律です。

　この法律では、取引の種類によって、再勧誘の禁止、契約書面の交付義務、申込みの撤回又は
契約解除（クーリング・オフ）等のルールが定められています。

訪 問 販 売

特定商取引法に
定める取引の種類

自宅などへの訪問、キャッチセールス（営業所以外の場所
から誘い、同行させる）、アポイントメントセールス（販売
目的を隠し、特別有利だといって誘い出す）

勧誘方法・契約内容

主なルール

書面
交付
義務

クーリング・オフ
（期間）

クーリング・オフ
期間経過後の
中途契約

◯

◯

－
※1

通 信 販 売
テレビ、雑誌、カタログ、インターネットなどの広告を見
て、郵便、電話、インターネット等で申込みを受ける

確認画面
の表示 －

※2
－

電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける
（電話を切った後の郵便・電話等による申込みを含む）

◯
（8日間）

－

◯
特定継続的役務
提供(６つの役務)

エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手
紹介サービス、パソコン教室（エステは１か月、その他は
２カ月を超える期間、５万円を超える金額の契約）

◯
（8日間）

◯

◯
連鎖販売取引
(マルチ商法)

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ
るというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大させながら商
品やサービスを販売する

◯
（20日間）

◯

◯業務提供誘引
販 売 取 引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で誘引
し、仕事に必要との理由で商品等を売って、金銭負担を負
わせる

◯
（20日間）

－

◯訪 問 購 入 自宅などを訪問して貴金属等物品を購入（買取）する ◯
（8日間）

－

　注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、一方的
に代金を請求する販売方法です。
●特定商取引法では、商品を受け取ってから14日間保管した後は、自由に処分してよいこととさ
　れています。
●また、事業者に引き取りを申し出てそれでも引き取らない時は、申し出日から7日間経過した後
　は自由に処分してよいこととされています。

過量販売による契約解除・・・日常生活において通常必要とされる分量（回数、期間）を著しく超える
商品等の売買契約の場合、契約から１年間は解除できます。

通信販売の返品制度・・・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事業者は広告に返品に関
する事項として返品の可否、返品の期間等条件、返品に係る費用負担の有無（返品特約といいます）
について表示しなければなりません。
これらの表示が無い場合は、商品が届いた日から数えて８日間以内であれば、消費者の送料負担で
返品ができます。

※１

※２

消費者の5つの責任はCI（国際消費者機構）が提唱しています。消費者の８つの権利は「消費者基本法」で規定しています。

これは
どこで作られて
いるのかなあ？

※利用するカード会社によって、1回払い、分割払い、
リボ払い等の支払方法を選択することができます。
ポイント加算や特典の多い「リボ払い専用カード」
もあります。毎月の支払額が一定で家計管理がし
やすいというメリットがありますが、支払いがいつ
終わるのか分からない、手数料がかかる等のデメ
リットもあります。

ギフトカードや図書カードのように、事前に
一定額を支払って購入し、その額の範囲内で
使用できるカード。

◆リボルビング払いってなに？

【プリペイドカード】

取引の際に使用すると代金が預金口座から
引き落とされる即時決済のカード。

【デビットカード】

交通機関の利用やコンビニエンスストアでの
支払いなどで使えるカード。あらかじめ一定
額の現金をカードにチャージし、不足を生じ
たらチャージ対応機で入金できる。

【チャージ型カード】

・翌月一括（1回）払い
・ボーナス一括（1回）払い
・分割払い
・リボルビング払い

◆クレジットカードの支払い方法

◆その他のさまざまなカード

前ページクイズの

解答・解説
前ページクイズの

解答・解説

買う前に
考えよう!

企業に声を
届けよう!
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消費者には社会を変える力があります。

❶
 
❷
 
❸
 
❹

カード発行会社のものです。
カード発行時に一緒に送付されてくる「会員規約」に「会員に貸与する」と記載されています。

NO　他人に貸与、譲渡してはいけません。
他人が利用した分も自分で支払わなければなりません。

YES　カード会社が利用者に代わってお店に代金の支払いをしているので、
利用者はカード会社に借金をしていることになります。

YES　銀行のキャッシュカードと違って、原則翌月払い
※なので、利用時に残高が無くても買い物ができます。
ただし、支払い日までに引き落とし口座に入金していないと、遅延損害金が発生します。
また、信用が損なわれるため、カード利用や新たなカード発行ができなくなることがあります。

　わたしたち消費者が商品やサービスを選択すると、それはその企業や提供者を応援することになりま
す。消費者が未来のこと、世界の様々な人のこと、環境のことを考えて行動することで、社会を持続可能
な形に変えていくことができるのです。このことを自覚して、だれもが社会の発展と改善に向けて積極
的に参加していく社会＝「消費者市民社会」をつくっていきましょう。

消費者市民の行動事例消費者市民の行動事例

社会への影響社会への影響

買いすぎない買いすぎない買いすぎない買いすぎない
無駄な買い物はしない無駄な買い物はしない無駄な買い物はしない無駄な買い物はしない

○原材料が環境にやさしいか
○生産や廃棄の際に大量の廃棄物が
　出ないか
○児童労働など不当な搾取がおこな
　われていないか
○地域経済に貢献する商品か

環境・人・社会に
「やさしい商品」を選択する

○偽ブランド商品
○安全性が十分に確認できない
　商品等

コンプライアンスに欠ける
企業の商品は買わない

消費者被害や問題のある商品・
サービスについて報告、相談をする

環境・人・社会にやさしい
商品の販売拡大

○環境保護
○公正な市場形成
○地域の活性化

適正な供給

資源の有効活用

不公正な企業や商法の淘汰
企業姿勢や商品の改善

○安全・安心の確保
○被害拡大防止

公正で持続可能な社会公正で持続可能な社会

おかしいな？……………………………
　批判的意識（問題意識）を持とう！
こうして欲しい！………………………
　主張し行動しよう！
生産者の生活はどうだろう？…………
　社会的弱者への配慮も忘れず！
生産地の自然環境を破壊してない？…
　環境に配慮しよう！
困っているのは自分だけじゃない！……
　消費者同士で団結しよう！

消費者の5つの責任消費者の5つの責任
消費生活における基本的な需要が満たされる権利
健全な生活環境が確保される権利
安全が確保される権利
選択の機会が確保される権利
必要な情報が提供される権利
教育の機会が提供される権利
意見が施策に反映される権利
被害の救済がなされる権利

消費者の8つの権利消費者の8つの権利
消費者の積極的な関与消費者の積極的な関与

ひとりでできることには限界があります。みんなで協力していきましょう！！ひとりでできることには限界があります。みんなで協力していきましょう！！


